
 

認可保育所等の整備のための県有地の提供を求める意見書 

 

 

 川崎市内の認可保育所の待機児童数及び特別養護老人ホームの待機者数の増加は、極め

て深刻な事態であり、用地の確保が困難になっていることが、施設の増設が進まない理由

とされている。 

 川崎市内には、現在、神奈川県の施設が１８４件あり、その敷地面積は、延べ約１０６

万平方メートルにも及ぶが、近年、市内では県施設の廃止や移転により未利用の県有地が

複数生まれており、それらを住民福祉のために有効活用することが望まれている。 

 県有地の有効活用に関し、神奈川県知事は、県が新たに施設を整備する際の地域住民か

らの要望について、住民福祉の推進を一義的に担う地元市町村がその必要性を判断し、そ

の判断として県施設の整備予定地内に一定の敷地を確保したい意向が示された場合は、県

有地の一部を有償で譲渡するなど要望の実現に協力するとの考えを表明している。 

 一方、国においては、保育所や特別養護老人ホーム等を整備する用途で国有地を地方公

共団体へ処分する際、用地面積の３分の２を無償貸付する等の優遇措置があるが、県にお

いても、国と同等以上の条件で、住民福祉の増進等を目的として県有地を市町村に提供す

ることが期待される。 

 なお、現在、市内にある１１件の県施設については、延べ約３万５千平方メートルとな

る市有地を県に無償での利用を認めているところである。 

 よって、県におかれては、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望する

ものである。 

 １ 保育所や特別養護老人ホームの整備など「住民福祉の増進」のための市町村からの

要望には優先的に県有地の提供に応じること。 

 ２ 市町村が保育所や特別養護老人ホームを整備する際、用地を確保しやすいよう優遇

措置を創設し、積極的に活用すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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